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フォークリフトの安全装置

メーカー・販売店取付

★バックブザー

★バックミラー

★ブレーキランプ

★警報機（バック時スイッチ付）

★ヘッドライト

★ウィンカーランプ

★スピードメーター

★シートベルト付きシート

★サイドブレーキ警告（ランプ・音）

★離席時油圧操作制限回路

★フォーク高さでの走行速度制限

★ハンドル位置での速度制限

★ハンドル位置での転倒防止機能

★走行・油圧速度制限



音声警報器（前・後）



ドライブレコーダー





視界不良用カメラ



特殊ランプ











速度制限の表示



フォーク上面の滑り止め



後方衝突防止機能







荷重計



ティルト水平装置



リフト後部衝突緩衝材の取付



積載物転倒防止バンド



前面ガード



工場内バリア

A-SAFE



安全の為の改造ができない？

※自動ブレーキ制御
惰性走行で追突する

※サイドブレーキの自動化

（大型車には備わっている場合、離席時に作動させる）

※基本、メーカー取付機能を後付けは不可能
と考える

（電気制御の違い等で新車より高い費用）



フォークリフト事故を起こさない、

又、起こさせないようにするには、どうすれば良いか？

・自動車の運転や、会社の業務、又、社会生活をしていく上では、

守らなければならない様々なルールがあります。

・フォークリフトも同じです。

フォークリフトを運転するには、色々なルールがありますので、

そのルールを、まず守って下さい。

【運転操作を誤ったり、間違った使い方、又、横着な操作をすると、

重大事故に繋がる、危険な物である、ということを理解した上で

使用する必要があります。】

























リーチフォークについて









フォークリフト運転の安全ポイントとは？

①無免許（無許可）運転は、しない、させない。(技能講習）

②ヘルメット、作業服、安全靴の着用。（職場環境の安全を確保する）

③毎日の始業点検を実施する。（運転席の足元も、よく点検する）

④積み過ぎない。（車の性能を理解し、荷重曲線表の許容荷重を守る）

⑤人を乗せない、又、運転席以外には乗らない。（脚立や梯子代わりにしない）

⑥荷を上げて走行しない。（荷を積んだ時の、全体の重心位置を理解する）

⑦走行中は、油圧操作はしない。（同時操作は絶対にしない）

⑧視界が悪いときはバック運転又は誘導者をつける。

（視界が良好でも、基本的にはバック運転がより安全）



⑨発進前に周囲の安全確認。（人、物、路面）

⑩急発進、急旋回、急停止はしない。（急のつく行為はしない）

⑪斜面で荷役はしない。（又、斜面を横切らない）

⑫荷を積んでの坂道は、登りは前進、下りは後進。（荷が坂の上方にあるように）

⑬車輌を離れる（降りる）時は、フォークを床に下ろし、キーを抜く。

⑭管理者は、月次、年次検査を必ず実施する。（点検記録は３年間保存が必要）

フォークリフトによる災害発生状況を見ると、多くは、無知、無理、無視

といった不安全な要因によって発生しています。

運転者の教育訓練と、フォークリフトの適正な管理により、災害は防止できます。


